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介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）について

○多床室（既設）の介護報酬：８１４単位（要介護５）
○看護・介護職員１人当たり利用者数：平均2.２人（平成2６年）

○ 要介護高齢者のための生活施設。
○ 入浴、排泄、食事等の介護その他日常生活の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行う。
○ 定員が２９名以下のものは、地域密着型介護老人福祉施設（地域密着型特別養護老人ホーム）と呼ばれる。
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【根拠法：介護保険法第８条第22項、第27項、老人福祉法第２０条の５】
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要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

平均要介護度
３．８５

要介護度別の
特養入所者の割合

※平成２６年度介護サービス事業所調査

≪設置主体≫
○地方公共団体
○社会福祉法人 等

≪設備基準≫
○居室定員： 原則１人（参酌すべき基準）
○居室面積： １人当たり１０．６５㎡ 等

≪人員配置基準≫
○医師： 必要数
○介護・看護職員： ３：１ 等

○ユニット型個室の介護報酬：８９４単位（要介護５）
○看護・介護職員１人当たり利用者数：平均１.７人（平成2６年）

※ 入居者一人ひとりの個性や生活リズムを尊重
※ リビングスペースなど、在宅に近い居住空間
※ なじみの人間関係（ユニットごとに職員を配置）

≪ 施設数： 9,498施設 サービス受給者数：56.4万人 （平成28年３月審査分） ≫
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○ 平成２５年度において、

①２１年度の調査実施から４年が経過していること

②団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を見据え、地域包括ケアシステムの構築に向けた介

護基盤の整備のあり方の検討に資するものとなること

から、特別養護老人ホームの入所申込者の状況について調査を実施。

○ 前回調査（平成２１年度）と今回調査（平成２５年度）を比較すると、特別養護老人ホームの入
所申込者数は、５２.４万人で、前回調査よりも１０．２万人の増加であり、そのうち、在宅で、かつ、
要介護３～５の入所申込者は、約１５．３万人で、前回調査よりも約３．１万人の増加であった。

特養の入所申込者の状況（平成２５年度）

要介護１～２ 要介護３～５ 計

全体 １７．８
（３４．１％）

３４．５
（６５．９％）

５２．４
（１００％）

うち在宅の方 １０．７
（２０．４％）

１５．３
（２９．２％）

２６．０
（４９.６％）

うち在宅でない方 ７.１
（１３．６％）

１９．２
（３６．７％）

２６．４
（５０．４％）

※各都道府県で把握している特別養護老人ホームの入所申込者の状況を集計したもの。

※平成２６年３月集計。調査時点は都道府県によって異なる。

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の入所申込者の状況（平成2６年３月集計）
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出典：平成１３～１４年は介護給付費実態調査（各年１１月審査分）、平成１５～２６年は介護サービス施設・事業所調査（各年1０月1日）。
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介護保険３施設の平均要介護度

○ 介護保険３施設の平均要介護度を見ると、介護保険制度創設時と比較し、要介護度の重度化が進んでいる。



第２段階

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の入所者の所得状況

○ 介護老人福祉施設の入所者のうち、低所得者（第１～３段階：市町村民税非課税世帯）は、全体
の約８０％を占めており、低所得の高齢者の入所が太宗を占めている状況。

（参考）所得段階別の第１号被保険者の割合（平成25年度介護保険事業状況報告） ： 第１～３段階：３１．９％、第４～６段階：６８．１％

○ 各要介護度における所得段階別の割合には、重度者と軽度者とで大きな差異は見られない。
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（出典）平成２５年介護サービス施設・事業所調査
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（参考）介護保険３施設の入所者の所得状況の比較

○ 介護保険３施設を比較すると、低所得者（第１～３段階：市町村民税非課税世帯）の割合が最も
高いのは介護老人福祉施設となっている。

【介護老人福祉施設】

（出典）平成２５年介護サービス施設・事業所調査

【介護老人保健施設】

【介護療養型医療施設】
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○ 介護老人福祉施設においては、年々認知症の重度化が進んでおり、平成25年度の「認知症高齢者
の日常生活自立度」ランクⅡ以上の入所者は約93.7％を占めている。

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）における認知症高齢者の入所状況

認知症日常生活自立度の推移（不詳を除く）

（出典：H２５介護サービス施設・事業所調査） 6



注) 平均在所日数の調査が行われた年度を記載。
出典：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査 」

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の平均在所・在院日数
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○ 介護老人福祉施設の入所者の平均在所期間は、約４年となっており、他の介護保険施設と
比べて長くなっている。
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出典：平成25年度介護サービス施設・事業所調査

介護保険３施設における入所者・退所者の状況

○ 介護老人福祉施設の退所者の70％以上が死亡を理由として退所している。
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○社会保障審議会介護保険部会「介護保険制度の見直しに関する意見」（抄）
（平成25年12月20日）

特別養護老人ホーム（以下「特養」という。）については、特養入所者に占める要介護３以上の割
合は、年々上昇し、平成２３年では約８８％となっており、入所者の平均要介護度も年々上昇して
いる。在宅で要介護４・５の特養の入所申込者は、平成２１年の調査では約６．７万人となってお
り、重度の要介護者の入所ニーズにどのように応えていくかが大きな課題となっている。

（中略）

さらに、特養の重点化に伴い、今後、特養においては、医療ニーズの高い入所者への対応ととも
に、施設内での「看取り」対応が課題となる。看取り体制を一層強化していくため、特に夜間・緊急
時の看護体制等、「終の棲家」の役割を担うための機能や体制等の医療提供の在り方について
検討する必要がある。
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平成２５年介護保険部会意見（抄）
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①介護保険法（抄）（平成９年12月17日法律第123号）（※平成26年６月25日一部改正、平成27年４月１日施行）

第８条 （略）
21 この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第20条の５ に規定する特別養護老人ホーム
（略）であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者（厚生労働省令で定める要介護状態区分に該当する状態で
ある者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものに限る。以下この項及び第26
項において同じ。）に対し、地域密着型施設サービス計画（略）に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常
生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、（以下略）。

※介護老人福祉施設（定員が30名以上）については、第８条第26項に同様の規定がある。

➁介護保険法施行規則（抄）（平成11年３月31日厚生省令第36号）（※平成26年12月12日一部改正、平成27年４月１日施行）

（法第８条第21項の厚生労働省令で定める要介護状態区分）
第17条の９ 法第８条第21項の厚生労働省令で定める要介護状態区分は、要介護認定等に係る介護認定審査会による審
査及び判定の基準等に関する省令（平成11年厚生省令第58号。以下「認定省令」という。）第１条第１項第３号から第
５号までに掲げる要介護状態区分とする。

（法第８条第21項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるもの）
第17条の10 法第８条第21項の居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるものは、認定
省令第１条第１項第１号又は第２号に掲げる要介護状態区分に該当する者であって、その心身の状況、その置かれてい
る環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認
められるものをいう。

※ 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準等に関する省令第１条第１項は、第１号から順に要介護１～要介護５につ
いて規定。

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の重点化（平成27年4月～）

○ 平成２７年４月より、原則、特養への新規入所者を要介護度３以上の高齢者に限定し、在宅での生活が困難な中重度
の要介護者を支える施設としての機能に重点化。 【 既入所者は継続して入所可能 】

○ 他方で、要介護１・２の方についても、やむを得ない事情により、特養以外での生活が著しく困難であると認められ
る場合には、市町村の適切な関与の下、特例的に、入所することが可能。

【重点化の根拠条文】
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心身の状況や置かれている環境等の事情
に照らして、居宅において日常生活を営むこ
とが困難なことについてやむを得ない事由が
あると認められる必要。

入所判定対象者
リスト➁

要介護１・２の特例入所対象者

従前通りの取扱い

入所判定対象者
リスト➀

要介護３～５

指定介護老人福祉施設等の入所に関する指針について（イメージ）

【考慮事項】

➀ 認知症である者であって、日常生活に支障を来すような症状・行動や
意思疎通の困難さが頻繁に見られること

➁ 知的障害・精神障害等を伴い、日常生活に支障を来すような症状・行
動や意思疎通の困難さ等が頻繁に見られること

➂ 家族等による深刻な虐待が疑われること等により、心身の安全・安心
の確保が困難な状態であること

➃ 単身世帯である、同居家族が高齢又は病弱である等により家族等によ
る支援が期待できず、かつ、地域での介護サービスや生活支援の供給
が不十分であること

入所判定委員会による合議

入所決定
➃ 施設は、入所の必要性の高さを判断するに当たっては、改めて保険
者である市町村に意見を求めることが望ましい。
➃ 施設は、入所の必要性の高さを判断するに当たっては、改めて保険
者である市町村に意見を求めることが望ましい。

【市町村の適切な関与】 ※市町村の独自の取組を妨げるものではない。

➀ 施設は、入所申込者に対して、その理由など必要な情報の記載を入
所申込みに当たって求める。

➁ 施設は、保険者市町村に対して報告を行うとともに、当該入所申込
者が特例入所対象者に該当するか否かを判断するに当たって適宜そ
の意見を求める。

➂ ➁の求めを受けた場合、保険者市町村は、地域の居宅サービスや生
活支援などの提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員から
の居宅等における生活の困難度の聴取の内容なども踏まえ、施設に
対して適宜意見を表明できる。

【市町村の適切な関与】 ※市町村の独自の取組を妨げるものではない。

➀ 施設は、入所申込者に対して、その理由など必要な情報の記載を入
所申込みに当たって求める。

➁ 施設は、保険者市町村に対して報告を行うとともに、当該入所申込
者が特例入所対象者に該当するか否かを判断するに当たって適宜そ
の意見を求める。

➂ ➁の求めを受けた場合、保険者市町村は、地域の居宅サービスや生
活支援などの提供体制に関する状況や、担当の介護支援専門員から
の居宅等における生活の困難度の聴取の内容なども踏まえ、施設に
対して適宜意見を表明できる。

○ 要介護３～５の入所申込者については、従前通りの取扱いにより「入所判定対象者」を選定。

○ 要介護１・２の方が入所を申し込むこと自体を妨げるものではないが、「入所判定対象者」となるためには、「居宅
において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由」が必要。その判断の際には、施設と保険
者市町村との間での必要な情報共有等を実施。

○ その上で、「入所判定対象者」全体の中で、入所判定委員会において「介護の必要の程度」や「家族の状況」等
を勘案して、最終的な入所者を決定。

※「介護の必要の程度」や「家族
の状況」等を勘案し、入所者
を決定（従前と同様）

施設への入所申し込み
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【平成２７年度介護報酬改定】看取り介護加算の充実（介護老人福祉施設）

・ 入所者及びその家族等の意向を尊重しつつ、看取りに関する理解の促進を図り、介護福祉施設サービスにお
ける看取り介護の質を向上させるため、看取り介護の体制構築・強化をPDCAサイクルにより推進することを要
件として、死亡日以前４日以上30日以下における手厚い看取り介護の実施を図る。

（施設基準）
• 看取りに関する指針を定め、入所の際に、入所者又は家族等に対して、当該指針の内容を説明し、同意を得ていること。

• 医師、看護職員、介護職員、介護支援専門員等による協議の上、適宜、看取りに関する指針の見直しを行うこと。

（利用者基準）
• 多職種が共同で作成した入所者の介護に係る計画について、その内容に応じた適当な者から説明を受け、当該計画につい
て同意している者（その家族等が説明を受けた上で、同意している者を含む。）であること。

• 看取りに関する指針に基づき、入所者の状態又は家族の求め等に応じ随時、多職種の相互の連携の下、介護記録等入所
者に関する記録を活用し行われる介護についての説明を受け、同意した上で介護を受けている者（その家族等が説明を受
け、同意した上で介護を受けている者を含む。）であること。

概要

算定要件

死亡日 死亡日死亡日
以前30日

死亡日
以前4日

死亡日
以前4日

死亡日
以前30日

1,280単位/日1,280単位/日

680単位/日680単位/日 １４４単位/日８０単位/日

点数の新旧
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点数の新旧

１日当たり：２３単位
３６単位（従来型）

４６単位（ユニット型）

13

• 平成27年度より介護老人福祉施設の新規入所者が原則として要介護３以上となること等を踏ま
え、今後、更に、重度者等の積極的な受け入れを行うことを評価する観点から、重度者と認知症高
齢者が「新規」入所者の一定割合以上を占める場合等に評価する形に見直す。

• 介護福祉士の数が、常勤換算方法で入所者６に対して1以上。 かつ、

• 以下のいずれかを満たす。

① 「新規」入所者のうち、要介護４・５の占める割合が７０％以上

② 「新規」入所者のうち、認知症日常生活自立度Ⅲ以上の占める割合が６５％以上

③ たんの吸引等が必要な入所者の占める割合が１５％以上

(注)「新規」入所者は「算定日の属する月の前六月間又は前十二月間における新規入所者」である。

算定要件

１日当たり：

【平成２７年度介護報酬改定】日常生活継続支援加算の見直し（介護老人福祉施設）

概要



○有効回答率は右表のとおり。

○抽出方法は、介護老人福祉施設、介護老人保健施設は各2,000施設ずつ無作為抽出、医療療養病床を有する医療機関は1,200施設
を無作為抽出、介護療養型医療施設は悉皆調査とした。自記式調査票（施設票、職員票、入所者票（各施設において全利用者の
1/10無作為抽出、老人性認知症疾患療養病棟入院患者は全数）、看取り票（当該利用者全数）について郵送で配布・回収を行った。
※以下、 「医療療養病床を有する医療機関」は「医療療養病床」と略す。

○介護老人福祉施設では、退所者に占める死亡退所者の割合が80％以上の施設が約5割であり、6か月間の死亡退所者がすべて施設
内での死亡であった施設は約3割を占めた。介護老人保健施設では、死亡退所者の割合が20％未満の施設は約8割であり、死亡退
所者がすべて施設内での死亡であった施設は9割近くを占めていた。

○看取りの実施方針について、介護老人福祉施設、介護老人保健施設では約7割、介護療養型医療施設では約8割で「看取り期に入っ
た入所者に対して看取りを行っている」との回答であった。また看取りを実施している場合、介護老人福祉施設、介護老人保健施設で
は8割以上が看取りの計画を立てていた。死亡者の主たる死因は、介護老人福祉施設・介護老人保健施設では「老衰」が約半数を占
めていたが、介護療養型医療施設では「肺炎」「老衰」がそれぞれ約25％であった。

○入院・入所者の要介護度をみると、介護療養型医療施設床で要介護4・5の者が約8～9割を占めており、他の施設類型に比べその割
合が高かった。医療区分1の者の割合は、介護療養型医療施設では5割を超えたが、医療療養病床では約2割であった。

○医療区分1で入院・入所が不要な者の内訳をみると、介護老人保健施設と医療療養病床では認知症高齢者の日常生活自立度が自
立・Ⅰの者の割合がそれぞれ17.2％、26.4％と、他の施設類型に比べて高かったが、その他の施設では大きな差異は認められず、認
知症高齢者の日常生活自立度Ⅱa以上の者が90％以上を占めていた。また、介護療養型医療施設では要介護4・5の者が約8割を占
めた。医療療養病床では医療区分1の入所者のうち、「自宅」が最も適切な生活・療養の場所である者の割合は23.6％であった。

○介護保険施設等の利用者等への医療提供の適切な在り方について、医療保険との関係にも留意しながら、適切な実態把握を踏まえ
た必要な見直しの検討が求められている。本調査では、これらの検討に資する介護保険施設の利用者等の医療ニーズ及び医療提
供の状況、介護保険施設における看取り、ターミナルケア等についての実態把握を行った。

１．調査の目的

３．調査結果概要

２．調査方法

※医療療養病床の抽出に使用した名簿は、入院基本料等の施設基
準について、厚生（支）局へ届出されたものを利用した。

介護保険施設等における利用者等の医療ニーズへの対応の在り方に関する調査研究事業

母集団 発出数 回収数 有効回答率（％）

7,328 2,000 798 39.5

4,127 2,000 833 41.2

1,411 1,397 588 39.9

4,132 1,200 370 29.1　医療療養病床を有する医療機関

　介護老人福祉施設
　介護老人保健施設

サービス名

　介護療養型医療施設

第10回「社会保障審議会介護
給付費分科会 介護報酬改定
検証・研究委員会」（平成28年
３月16日）資料１－４ 抜粋
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介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の施設基準

○人員基準 ○設備基準

○（参考）その他の主な運営等に関する基準

介護職員
又は看護職員

・常勤換算方法で、入所者の数が３又はその
端数を増すごとに１以上

・看護職員の数は、入所者の数が
(1)30人未満 常勤換算方法で1以上
(2)30～49人 常勤換算方法で２以上
(3)50～129人 常勤換算方法で３以上

・介護職員のうち常時１人以上は常勤の者
・看護職員のうち1人以上は常勤の者
・昼間：ユニットごとに常時１以上の介護職
員又は看護職員

・夜間及び深夜：２ユニットごとに１以上の
夜勤専門の介護職員又は看護職員

医師
入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行
うために必要な数

生活相談員
常勤の者で、入所者の数が100又はその端
数を増すごとに１以上

栄養士
機能訓練指導員

１以上

介護支援専門員
専従・常勤の者で、１以上（入所者の数が１
００又はその端数を増すごとに１を標準）

ユニットリーダー ユニットごとに、常勤の者を配置

居室

・原則定員１人
・１ユニットの定員はおおむね10人以下
・入所者１人当たりの床面積10.65㎡以上
・ブザー又はこれに代わる設備

共同生活室
・いずれかのユニットに属すること
・床面積は、２㎡×ユニットの定員が標準

洗面設備
・居室ごとか、共同生活室ごとに適当数
・要介護者が使用するのに適したもの

便所
・居室ごとか、共同生活室ごとに適当数
・ブザー又はこれに代わる設備とともに、
要介護者が使用するのに適したもの

医務室

・医療法上の診療所とすること
・入所者を診療するために必要な医薬品及
び医療機器を備えるほか、必要に応じて
臨床検査設備を設ける

廊下幅
・原則１．８m以上
・中廊下は２．７ｍ以上

浴室 要介護者が入浴するのに適したもの

その他

・消火設備その他の非常災害に際して必要
な設備を設けること

・静養室は介護・看護職員室に近接
・食堂及び機能訓練室の面積は３㎡×定員

○適切な介護サービスの提供
○衛生管理の実施
○サービスの提供の記録
○苦情処理・改善
○非常災害対策

○事故発生の防止・対応
○ケアマネへの利益供与の禁止
○地域との連携
○虚偽広告の禁止
○定員の遵守 など

個室

個室

個室
個室

個室

個室

共同生活室
（リビングスペース）

個室個室 個室

【ユニット型の例】

※青字斜体はユニット型独自の基準

◎ 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第39号）より、人員・設備基準を中
心に抜粋（下線あり…従うべき基準 下線なし…参酌すべき基準）。

※この他、特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（平成11年厚生省令第46号）において、調理室を設けることとされている。
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共同生活室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

準個室

ユニット型個室 ユニット型準個室 多床室（準ユニットケア加算） 多床室

・家具等の可動の壁は不可
・天井と壁の間に一定の隙間が生じても可

個室

個室

個室
個室

個室

個室

共同生活室
（リビングスペース）

個室個室 個室

廊

下
４人部屋

４人部屋

４人部屋

４人部屋

４人部屋

４人部屋

居室ごとに窓が必要

個室

個室

個室

個室

個室

個室

個室

個室

廊

下

従来型個室

共同生活室

プライバシーに配慮した個室的なしつらえ

ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室（準ユニットケア加算） 多床室

基準省令上の分類 ユニット型介護老人福祉施設 介護老人福祉施設

居室環境
個室

＋共同生活室
準個室

＋共同生活室
個室

プライバシーに配慮した個室的な
しつらえ

＋共同生活室
４人部屋

人員配置 ３：１ ＋ ユニットごとに１人以上の介護・看護職員を配置 ３：１
３：１ ＋ ユニットごとに１人以上
の介護・看護職員を配置

３：１

介護報酬（要介護５） ８９４単位/日 ８９４単位/日 ８１４単位/日
８１４単位/日

＋準ユニットケア加算：５単位/日
８１４単位/日

補足給付（第２段階）
６．４万円/月
（居住費・食費）
※光熱水費を含む

５．２万円/月
（居住費・食費）
※光熱水費を含む

４．４万円/月
（居住費・食費）
※光熱水費を含む

４．４万円/月
（居住費・食費）
※光熱水費を含む

利用者負担（第２段階） ５．２万円/月 ４．２万円/月 ４．０万円/月 ３．８万円/月 ３．８万円/月

入所者全体に占める割合
（H２５.１０）

約３１．０％ 約０．３％ 約６．９％ 約０．５％ 約６１．３％

１２人の準ユニット

介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）の居室類型
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○介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針
（平成27年3月18日厚労告70号）

都道府県は、平成３７年度の地域密着型介護老人福祉施設及び介護保険施設の
入所定員の合計数のうちのユニット型施設の入所定員（略）の合計数が占める割合
については、５０％以上（そのうち地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人
福祉施設の入所定員の合計数のうちのユニット型施設の入所定員の合計数が占め
る割合については、７０％以上）とすることを目標として定めるよう努めるものとする。

ユニット型個室の整備の方針について

平成１８年 １４．８％

平成２０年 ２１．２％

平成２２年 ２５．４％

平成２４年 ３２．３％

平成２６年 ３７．３％

＜介護老人福祉施設の個室ユニット化率（定員数）の推移＞

※ なお、居室については、基準上、個室が原則となっているが、「参酌すべき基準」となっており、地方自治体が
十分参酌した結果としてであれば、地域の実情に応じて、条例において異なる内容を定めることができる。

出典：厚生労働省｢介護サービス施設・事業所調査」
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【入居者保護の充実】

○帳簿の作成及び保存の義務化

○重要事項説明書の交付義務化

○前払金の算定基礎の明示

○倒産等の場合に備えた前払金保全措置の義
務化（最大500万円）
※ただし、平成18年度前に設置されている有料老人ホーム等は除く

○都道府県の立入検査権付与

○改善命令の際の情報公表

（標準指導指針の改正）
○契約締結日から概ね90日以内の契約解除の場合
前払金を返還 ⇒平成24年法改正で義務化

【有料老人ホームの定義の見直し】

○人数要件の廃止

○提供サービス要件の見直し
①食事の提供、②介護の提供、③洗濯、掃除等
の家事、④健康管理
のいずれかのサービスを行う施設を対象

【入居者保護】

○都道府県は調査権を持ち、入居者
の処遇に問題があるとき等は改善
命令等の措置

○(社)全国有料老人ホーム協会によ
る入居者基金制度（加入任意。倒産時に500
万円を保証）

【有料老人ホームの定義】
○常時10人以上

○「食事の提供」を行っていること

平成17年度まで

平成18年度より

平成18年老人福祉法改正における有料老人ホーム制度の見直し
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有料老人ホーム
施設数 ①前払金を受領して

いる施設数
②前払金を受領し
ていない施設数うち、保全措置が講じら

れていない施設数

平成18年４月１日
以降に設置 8,738

1,284
7,45477

（1,284のうち、6％）

平成18年３月３１日
以前に設置 1,889

861
1,028505

（861のうち、59％）

■前払金の受領施設数および保全措置の状況（平成27年度）

老人福祉法の義務付け対象（H18改正）

義務対象外（標準指導指針による努力規定）

平成23年度 平成24年度 平成25年度 平成26年度 平成27年度

違反施設の割合 19.9％ 17.2％ 11.7％ 9.3％ 6.0％

＜参考＞前払金の保全措置を講じていない法的義務違反の状況

違反施設に対しては、検査や改善命令など、改善に向けて重点的に指導を行うとともに、悪質な場合には罰
則適用を視野に入れ、厳正な対応をとるように、都道府県等に随時要請している。
（平成28年4月22日付厚生労働省老健局高齢者支援課長通知など）

有料老人ホームにおける前払金の保全措置の状況
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有料老人ホームに関する消費者基本計画の位置づけ

消費者基本計画工程表（平成28年7月19日 消費者政策会議決定）

高齢者向け住
まいにおける
消費者保護

27年度 28年度 29年度 30年度 31年度 KPI

未届施設に対
する地方公共
団体の指導状
況（指導の実施
率）

（KPIの現状）
指導の実績率を現在集計中。
※都道府県等に対して「有料老人ホームを対象とした指導状況等のフォローアップ調
査」を実施しており、未届施設の数や、指導状況等について調査を実施しているとこ
ろ。

老人福祉法に基づく「届出」を促進するための都道府県等の取組を推進し、規制
を的確に運用する【厚生労働省】

前払金の在り方について、
平成26年度までの実態
把握等を踏まえて検討
【厚生労働省】

前払金の保全措置の徹底、廃業等の実態把握と入居者保護の
運用の徹底、入居者への情報提供の充実【厚生労働省、国土交
通省】
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２ 指導上の留意点（関係部分抜粋）
⑹ 情報開示、報告の徴収等
有料老人ホーム事業は、設置者と入居者の契約が基本となることから、できる限り多くの情報が開示される
ことが重要である。特に、高齢者の多くは有料老人ホームにおいて提供される介護サービスに対して大きな期待を寄せていることから、当該
有料老人ホームにおいて提供される介護サービスの内容、費用負担等について、重要事項説明書等において明確にするよう指導するとともに、重

要事項説明書の交付及び説明の徹底、体験入居制度の実施、財務諸表及び事業収支計画書の開示等について、設置者に対し十分な指導を行わ

れたい。

また、必要に応じて、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表の提出を求めること等により、経営状況の把握を行い、届出時の事業収支計画と財

務諸表に乖離がある場合には対処方針等を報告させるなど、適切な措置を講ずるよう指導するとともに、重要事項説明書、入居契約書、管理規

程、入居案内パンフレット等について、定期的に又は変更の都度、提出を求め、表示と実態が乖離することのないよう指導されたい。

さらに、各都道府県においても、各有料老人ホーム情報開示等一覧表を作成し、公開するとともに、重要事
項説明書等についても公開するよう努められたい。

都道府県等における有料老人ホームの情報開示の取組（努力規定）

有料老人ホームの設置運営標準指導指針（関係部分抜粋）

３ 有料老人ホームに関する情報提供等

各都道府県、指定都市及び中核市（以下「都道府県等」という。）においては、有料老人ホームから提出を
受けた重要事項説明書について、貴管下市町村、福祉事務所等に配布し、もって利用者に対する情報提供に
努められたい。

なお、重要事項説明書は、利用者に対する情報提供に資するという目的から最小限必要と思われる事項について示したものであり、利用者か

らの要望等を踏まえて、各都道府県等において、さらに付加することは差し支えない。

また、標準指導指針の２（６）中「各都道府県等においても、各有料老人ホーム情報開示等一覧表を作成し、
公開するとともに、重要事項説明書等についても公開するように努められたい。」については、各有料老人ホー
ム設置者から、届出時及び毎年７月１日現在の情報開示の状況について報告を求め、都道府県等において別
添様式「有料老人ホーム情報開示等一覧表」により作成するものとし、貴管下市町村、福祉事務所等に配布し、
公開することにより、利用者に対する情報提供に努められたい。

有料老人ホーム設置者等からの報告の徴収について（通知）（関係部分抜粋）

21


